
９
／ 

 

近
藤
町
長
に
「
住
民
投
票
条
例
の

制
定
に
関
す
る
要
望
」
を
提
出
し
ま
し
た
。 

長
生
郡
市
合
併
協
議
会
が
「
休
止
」
さ
れ
ま
し
た
。
解
散
で
は
な
く
休

止
な
の
で
、
再
度
合
併
協
議
会
が
立
ち
上
が
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
協
議
で

決
ま
っ
た
内
容
の
ま
ま
、
す
ぐ
に
で
も
市
町
村
長
の
「
調
印
」
を
経
て
、

合
併
に
進
む
こ
と
が
可
能
で
す
。 

と
こ
ろ
で
、
前
回
近
藤
町
長
は
、
住
民
投
票
を
実
施
で
き
な
い
理
由
と

し
て
、
「
関
連
市
町
村
長
と
の
関
係
」
や
「
時
間
が
な
い
こ
と
」
な
ど
を

挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
協
議
会
は
休
止
に
な
っ
た
の
で
、
状
況
は

大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。 

今
こ
そ
、
合
併
に
関
す
る
住
民
投
票
条
例
の
制
定
を
検
討
す
る
べ
き
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
（
要
望
書
全
文
は
裏
面
に
掲
載
） 

今
こ
そ
住
民
投
票
条
例
を
！ 

わ
た
し
た
ち
４
６
７
９
名
（
９
／ 

 
現
在
）
の
署
名
は
、
合
併
問
題

を
自
ら
考
え
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。 

「
住
民
み
ん
な
が
町
の
未
来
に
つ
い
て
意
思
を
表
せ
る
よ
う
に
」
と
い

う
気
持
ち
を
大
切
に
し
て
欲
し
い
の
で
す
。 

 

そ
し
て
、
み
ん
な
で
未
来
の
一
宮
に
つ
い
て

考
え
ま
せ
ん
か
。 

 

第
１
回
「
み
ん
な
で
考
え
よ
う 

一
宮
の
未
来
！
」
を 

開
催
し
ま
す
。
（
く
わ
し
く
は
裏
面
参
照
） 

※
近
藤
町
長
に
も
、
ご
出
席
い
た
だ
く
よ
う
に
ご
案
内
を
差
し
上
げ
ま
し
た
。

（
お
返
事
は
、 

月
３
日
ま
で
に
お
願
い
い
た
し
ま
し
た
。
） 

 こ
れ
か
ら
の
一
宮
町
の
町
づ
く
り
に
つ
い
て
、
ぜ
ひ
、 

ご
意
見
・
ご
要
望
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
！ 

みんなで考えよう 一宮の未来! 

近藤町長に「住民投票条例の制定」を再度要望しました。 
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平成１９年 ９月２７日 

一宮町長  近藤  直 様 

未来の上総一宮をつくる会 

代表  馬淵 昌也 

副代表 藤乗 一由 

 

「住民投票条例の制定」に関する要望 
 

 去る８月１日に当会より近藤町長様宛に提出いたしました「合併に関する住民

投票の実施に関する要望」につきましては、「実施は出来ない」という主旨のご

回答を頂きました。そして、その理由としては、周辺の関連市町村との関係や時

間的な余裕がないことなどのご説明も頂きました。 

 さて、９月１０日の第９回合併協議会に於いて「協議会の休止」が正副会長よ

り報告されました。これに伴って、先般ご回答いただいた際の状況とは異なり、

住民投票条例を制定する充分な時間的余裕が生じました。また、周辺市町村に配

慮する必要もなくなりました。 

 ところで、第 9回協議会上で、合併協議会を休止する理由として、茂原市・石

井常雄市長は「長生郡市の合併は必ず必要なので、将来のために休止して、組織

を残すことにした。」という旨の発言をされました。つまり、長生郡市合併協議

会を休止する目的は、将来において再度、わが一宮町を含めた長生郡市で合併協

議を行うためであることが明確です。 

しかも、今回の合併協議会では新市名などをはじめとする合併に必要な全ての

合併協定項目の協議が終了しております。ゆえに、状況が変化すれば、即座に今

回の合併協議に基づいて合併に進むことが可能です。 

となれば、将来に合併の可能性を残し、しかも住民投票条例を制定する時間的

ゆとりがあり、他の自治体との関係を顧慮する必要もない今こそ、合併に関する

住民投票条例を制定していただく好機であると、私どもは考えます。 

前回の要望書をご提出するにあたっては、約４７００名にものぼる一宮町民の

ご署名をいただきました。この住民の意思を無駄にすることがないよう、この好

機に再度、住民投票条例の制定を要望させていただきます。 

 

〔 要望内容 〕 

１．一宮町が、市町村の合併についての是非を決する場合には、事前に充分なる

情報の公開とその内容の丁寧な説明を実施するという手順を踏んで、住民投

票によってその是非を諮り、議会・町長はこれを尊重した上で決定すること。 

２．そのための住民投票条例の制定をすること。 

３．上記１、２の要望に対する回答を１０月１１日までに文書にてご回答下さい。 

 

 以上 

 

【合併協議会は将来のために「休止」】 

 長生村が合併協議会から離脱し、関係市町の実情も年々変化しま

す。それにも関わらず、今後、合併協議が再開した場合に、今回の

合意内容をそのまま生かす事を目的とした「休止」はおかしいと思

います。 

 また、合併協議会では、一方で長生村の離脱を承認しながら、そ

の一方で長生村も残したかたちの合併協議会を存続させ「休止」の

決定をしました。私たちはこの決定に正当性はないと考えます。 

 そこで、私たちは「長生郡市合併協議会解散についての要望書」

を合併協議会に提出しました。 

 

 

第 1回 「みんなで考えよう 一宮の未来！」 
～ 長生郡市合併協議の検証とこれからの一宮町 ～ 

 

日時：平成 19 年 10 月 28 日（日） 午後 2時～午後 4時半 

                （午後 1時半 開場） 

場所：一宮町中央公民館・大会議室 

内容：第 1部 今回の合併協議を振り返って 

   第 2 部 これからの一宮町の町づくり 

・第 1部の基調講演を近藤町長にお願いしています。 

・第 2部では、町づくりに詳しい有識者の方にお越しいただき 

 具体的なお話をしていただく予定です。 

 

是非、ご来場ください！ 

 
ご意見、お問合せは･･･ 未来の上総一宮をつくる会 

代 表 馬淵 昌也 (42)4211 

副代表 藤乗 一由 (42)6068 

【9 月 27 日に提出した要望書全文】 

【ご参加ください】 

合併協議会に｢解散｣要望書を提出しました 


